
認定農業者制度説明会・相談会　開催要領

　１　趣旨

　　　 地域農業の担い手を目指す意欲ある農業者を対象に、認定農業者制度や水

　　田経営所得安定対策等について説明するとともに、「農業経営改善計画認定申

　　請書」作成のための相談会を開催します。

　２　日時

　　　　平成２２年　３月１３ 日（土）　 １０ 時～１２ 時

　３　場所

　　　　会津アピオスペース　２階会議室

　　　　　住所：会津若松市インター西９０

　　　　　電話：０２４２－３７－２８０１

　４　主催

　　　　会津若松市担い手育成総合支援協議会

　　　　　※　県、市、農委、JA、土地改良区等で構成する担い手への支援団体

　　　　会津若松市認定農業者協議会

　　　　会津若松市

　５　対象者

　　　　地域水田農業ビジョン担い手：１０６名

　　　　認定志向農業者：６名

　　　　その他、認定農業者となることを希望する農業者等

　６　参加費

　　　　無料

　７　内容

　　　（１）認定農業者制度説明会

　　　　　１）認定農業者制度とは

　　　　　　・認定農業者とは



　　　　　　・認定農業者になるには

　　　　　　・認定の基準は

　　　　　２）水田経営所得安定対策について

　　　　　３）戸別所得補償制度について

　　　（２）「農業経営改善計画認定申請書」作成相談会

　　　　　県、市など農業関係機関および現役の認定農業者が、農業の担い手を目

　　　　指すみなさまのご相談に個別に応じます。

　８　説明会講師

　　　　　会津若松市役所農政課職員

　９　スケジュール　　　　

時　間 内　容

９時３０分～ 受付開始

１０時００分

　　　　　　～１０時４５分
認定農業者制度説明会

１０時４５分

　　　　　　～１１時００分
質疑応答

（休憩）

１１時１０分～ 「農業経営改善計画認定申請書」作成相談会

１２時００分 閉会

　１０　事前申し込み

　　　　　　不要

　１１　お問い合わせ先

　　　　会津若松市認担い手育成総合支援協議会事務局

　　　　（会津若松市農政課内　担当：二瓶・入江）

　　　　　住所：会津若松市栄町５－１７

　　　　　電話：０２４２－３９－１２５３（直通）


